
 

 

 

 

 

 

 

    

公民館だよりは、大江公民館ホームページに掲載しています。 

 

 

  

 

  

 

     

期 間  ５月９日 ～ 翌年 2月13日 

       第２土曜日  全 10回                        小原流こどもいけばな教室  

時 間  午前10時～11時半                 QRコード 

場 所  大江公民館２階 C会議室                

講 師  杉本 和代さん（小原流一級家元教授）             

対 象  5歳～高校生  

定 員  15人（応募者多数の場合は抽選） 

費 用  1回につき 1,000円（花代込み） 

  準備物  花器、はさみ等は準備いたします。 

締 切  4月1０日（金）必着 

＊インターネット受付開始日は 3月２5日（水）です。 

＊インターネット以外での申込方法は裏面をご覧ください。 

＊電話での申し込みはできません。 

  

  

 

 

期 間  ５月16日 ～ 翌年 2月6日 

       第1・3土曜日  全15回 

時 間  午前10時～11時半              池坊こどもいけばな教室 

場 所  大江公民館２階 A会議室                 QRコード 

講 師  松井 宣澄さん（池坊華道会参与）               

対 象  5歳～中学生  

定 員  20人（応募者多数の場合は抽選） 

費 用  1回につき 700円（花代込み） 

  準備物  花器、はさみ等は準備いたします。 

締 切  4月1０日（金）必着 

＊インターネット受付開始日は 3月２5日（水）です。 

＊インターネット以外での申込方法は裏面をご覧ください。 

＊電話での申し込みはできません。 
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応募多数の場合は抽選となる講座 については、以下のような方法での申し込みができます。 

【 往復はがきによるお申し込み 】          【 窓口でのお申し込み 】 

      ○ 応募者１人につきはがき１枚。随時受付、締切日必着。      ○ 応募者1人につき はがき1枚 持参ください。 

【 往復はがきの書き方 】                            締切日まで随時受付。 

 
【 インターネットによるお申し込み 】 

                                 ○ お申し込みは、各講座のQRコードから 

お願いします。 

（往信）表 
〒862-0971 

中央区大江 
6丁目1－85 

 

大江公民館 

（返信）表 

ご自分の 
 

〒  

住所 

氏名 

（往信）裏 

１ 講座名 

２ 住所 

３ 氏名 

４ 年代（学年） 

５ 小学校区 

６ 電話番号 

（返信）裏 
 

なにも書か

ないでくだ

さい。 

日 時  4月15日（水）   

午前10時～ （20分程度） 

場 所  大江公民館  和茶室 

対 象  乳幼児と保護者 

定 員  7組（先着順） 

受 付  児童室窓口   4月1日（水）から 

電話での受付   4月8日（水）から 

※いずれも 午前9時～午後5時 まで 

◎おはなしボランティア「まど」さんによる読み聞かせです。 

 

日 時  4月28日（火）    午前10時～   0歳児向け 

午前10時40分～ 1，2歳児向け 

場 所  大江公民館 和茶室 

定 員  各9組（先着順） 

受 付  直接和茶室へお越しください。 

＜ 児 童 室 利 用 時 間 ＞ 

９：００～１７：００ 
※１６：４５になったら片付けの時間です。 

９：００～１３：００ 乳幼児と保護者優  

１３：００～１７：００ 小学生優先 

※春休み期間と土・日・祝日のみ優先時間あり 

《 4月の休館日 》  

 

6日(月)・13日(月)・20日(月)・２7日(月) 

        

「ヘイトスピーチ」という言葉を耳にすることがあります。これは、特定の国や地域の出身者、民族、宗教などを理由に、差別的な 

言葉や態度などで相手を傷つける行為のことを指します。たとえば、特定の集団を否定したりするような発言や、悪意をもって行われる

デモなどがその一例です。 

日本でも、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、こうした差別的な言動をなくすための取組が進められています。しかし、

法律や取組だけですべてを解決しようとするのではなく、大切なのは、私たち一人ひとりが「相手の立場に立って考えること」です。た

とえ文化や言葉、考え方が違っても、同じ地球に生きる仲間として、お互いが歩み寄り、誰もが安心して暮らせる社会をめざしたいもの

です。 

 そのためには、「もし自分がその立場だったら」と想像し、考え、違いを認め合い、互いを尊重する気持ちを 

育てていくことが大切です。そうした日々の心がけが、差別のない地域社会をつくる第一歩になります。 

身近な言葉や態度が、誰かを深く傷つけてしまうこともあります。だからこそ、日々の暮らしの中で相手を 

想う「想像力」を忘れずにいたいですね。 

ひ と に や さ し い 、じ ぶ ん に や さ し い 

あ た た か い 話 題 を と ど け ま す ！ 


